
明
治
四
十
一
年
勅
令
第
百
九
十
一
号

水
害
予
防
組
合
職
員
賠
償
責
任
及
身
元
保
証
令

第
一
条
　
組
合
ノ
職
員
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
組
合

ニ
対
シ
現
金
、
証
券
又
ハ
物
品
ノ
亡
失
又
ハ
毀
損
ニ
付

賠
償
ノ
責
任
ヲ
有
ス

第
二
条
　
組
合
ノ
会
計
事
務
ヲ
掌
ル
職
員
其
ノ
管
掌
ニ
属

ス
ル
現
金
、
証
券
又
ハ
物
品
ヲ
亡
失
又
ハ
毀
損
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
管
理
者
ニ
於
テ
期
間
ヲ
指
定
シ
其
ノ
賠
償
ヲ
命

ス
ヘ
シ
但
シ
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
故
ニ
原
因
シ
タ
ル
ト

キ
又
ハ
其
ノ
亡
失
若
ハ
毀
損
シ
タ
ル
物
品
組
合
ノ
職
員

其
ノ
他
ノ
者
ノ
使
用
ニ
供
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
合
規
ノ

監
督
ヲ
怠
ラ
サ
ル
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
組
合
会
ノ
議
決
ヲ

経
テ
其
ノ
賠
償
ノ
責
任
ヲ
免
除
ス
ヘ
シ

組
合
ノ
会
計
事
務
ヲ
掌
ル
職
員
以
外
ノ
職
員
ニ
シ
テ

其
ノ
執
務
上
必
要
ナ
ル
物
品
ノ
交
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
其

ノ
物
品
ヲ
故
意
又
ハ
怠
慢
ニ
因
リ
亡
失
又
ハ
毀
損
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
管
理
者
ニ
於
テ
期
間
ヲ
指
定
シ
其
ノ
賠
償
ヲ

命
ス
ヘ
シ

本
条
管
理
者
ノ
処
分
ニ
不
服
ア
ル
職
員
ハ
都
道
府
県

知
事
ニ
審
査
請
求
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ
於
テ

ハ
当
該
都
道
府
県
知
事
ハ
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
及
第

三
項
並
ニ
第
四
十
六
条
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ

ハ
管
理
者
ノ
上
級
行
政
庁
ト
看
做
ス

第
三
条
　
賠
償
金
ノ
徴
収
ニ
関
シ
テ
ハ
水
害
予
防
組
合
法

（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
十
六
条
第
一

項
、
第
五
十
七
条
及
第
五
十
九
条
第
四
項
ノ
例
ニ
依
ル

第
四
条
　
組
合
ノ
会
計
事
務
ヲ
掌
ル
職
員
ニ
対
シ
身
元
保

証
ヲ
徴
ス
ル
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
組
合
ハ

都
道
府
県
知
事
ノ
許
可
ヲ
得
テ
其
ノ
種
類
、
程
度
其
ノ

他
身
元
保
証
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト

ヲ
得

附
　
則

本
令
ハ
明
治
四
十
一
年
十
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
大
正
一
五
年
六
月
二
四
日
勅
令
第
二

二
〇
号
）

本
令
ハ
大
正
十
五
年
七
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

従
前
ノ
規
定
ニ
依
リ
郡
長
ニ
為
シ
タ
ル
許
可
ノ
申
請

又
ハ
訴
願
ニ
シ
テ
大
正
十
五
年
六
月
三
十
日
迄
ニ
許
可

ヲ
得
ズ
又
ハ
裁
決
ナ
キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
府
県
知
事
ニ
為
シ

タ
ル
許
可
ノ
申
請
又
ハ
訴
願
ト
看
做
ス

従
前
ノ
規
定
ニ
依
リ
郡
長
ノ
為
シ
タ
ル
裁
決
ニ
関
ス

ル
訴
願
ニ
付
テ
ハ
仍
従
前
ノ
規
定
ニ
依
ル
、
此
ノ
場
合

ニ
於
テ
ハ
訴
願
ノ
提
起
ハ
裁
決
ヲ
為
シ
タ
ル
行
政
庁
ヲ

経
由
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

前
項
ノ
訴
願
ノ
裁
決
ニ
対
ス
ル
訴
願
ニ
付
テ
ハ
仍
従

前
ノ
規
定
ニ
依
ル

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
三
一
日
政
令
第

三
三
四
号
）
　
抄

第
十
四
条
　
こ
の
政
令
は
、
建
設
院
設
置
法
施
行
の
日
か

ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三

九
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の

施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
政
令
の

施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ

た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
、
審
査
の

請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
（
以
下

「
訴
願
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施

行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
政
令
の
施
行

前
に
さ
れ
た
訴
願
等
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分

（
以
下
「
裁
決
等
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行

前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
等
に
つ
き
こ
の
政
令
の
施
行
後

に
さ
れ
る
裁
決
等
に
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
訴
願

等
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
訴
願
等
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
後

は
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
る
処
分
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

に
よ
る
不
服
申
立
て
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
政
令
第

三
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
二
二
日
政
令
第

三
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第

三
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
二
条
　
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
不
作
為
に

つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
政
令
の
施
行
前

に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
政

令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

1


